
産業廃棄物処理業者に係る
遵守事項等について

令和４年度 産業廃棄物処理業者セミナー



本日の内容

１ 立入検査について

２ 行政処分について

３ その他



立入検査の種類

区分（目的） 参考

廃棄物処理の状況確認の
為の検査（無通告）

法第１９条

許可更新に伴う立入検査 法第１９条

廃棄物処理施設使用前検
査

法第15条の2第5項

廃棄物処理施設定期検査 法第15条の2の2第1項

１ 立入検査について



廃棄物処理法第19条第１項（略）

廃棄物（産廃・一廃）若しくはこれらである疑いのある物の収
集・運搬・処分を業とする者その他の関係者の事務所、事業
場、車両その他の場所、廃棄物処理施設のある土地若しくは
建物に立ち入り、廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いの
ある物の、保管・収集・運搬・処分に関し帳簿書類その他の
物件を検査させ、廃棄物であることの疑いのある物を無償で
収去させることができる。

【罰則】 廃棄物処理法第30条第8号

第１９条第１項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は
忌避した者 ⇒３０万円以下の罰金

１ 立入検査について



立入検査で確認するポイント

○ 廃棄物の保管状況

○ 処理の状況（施設の稼働状況）

○ 関係帳簿の保管状況

１ 立入検査について



受入れから搬出まで

受入
処理前

保管
処理 処理後

保管
搬出

受入品目は適正？

産業廃棄物処理基準 ・排水処理の状況
・処理前・後物の保管状況
・臭気の発生状況

１ 立入検査について



関係帳簿・書類①
廃棄物処理法第14条第17項で産業廃棄物処分業者
は帳簿を事業場毎に備え付ける事が義務付けられて
います。（保存期間は5年）

備え付ける帳簿に記載すべき内容

•受入又は処分年月日

•マニフェストごと(名称、日付、交付番号)のリスト

•受入先ごとの受入量

•処分方法ごとの処分量

•処分後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量

１ 立入検査について



関係帳簿・書類②

廃棄物処理法第12条の3第10項で廃棄物処分
受託者はマニフェストを処理後5年間保存す
る事が義務付けられています。

その他、廃棄物処分受託者が排出者として発
行する二次マニフェストの保管状況も確認し
ます。

１ 立入検査について



関係帳簿・書類③
廃棄物処理法の許可を受けた産業廃棄物処理施設
は廃棄物処理法第15条の2の3の規定により維持管
理に関する定期点検を行いその記録を3年間保管す
ることが義務付けられています。

その他、千葉県では廃棄物処理施設の適正な運
転・維持管理を行って頂く為に全ての廃棄物処理
施設について、必要な事項を記録した帳簿等の作
成を求めています。（指導要綱）

１ 立入検査について



関係帳簿・書類③‐２
施設の維持管理として記録・保管すべき事項

•施設の点検・検査その他維持管理記録

•廃棄物処理施設ごとに処理した廃棄物の種類と
処理量の記録

•受入れた廃棄物又は処理後物の性状管理の為
の分析結果

•排水のある事業場にあっては排水の水質分析
結果

•保管期限は５年

１ 立入検査について



立入検査で確認される不適正事項

立入検査で確認される不適正事項であって、

注意が必要なもの。

○廃棄物の不適正保管（過剰保管、場外保管）

○許可品目と異なる品目の処理

○帳簿の備え付け不備

１ 立入検査について



行政処分について
立入検査等において違反が確認された場合、改
善指導を行います。

改善指導に応じない、繰り返し違反が行われる
場合等にあっては、法令に基づく行政処分を行
います。

行政処分には「改善命令」、「措置命令」、
「事業の停止」の他、悪質な事案に対しては
「許可の取消し」があります。

２ 行政処分について



事例（無許可営業・受託禁止違反・無許可事業範囲変更・再委託禁止違反）

事業者Ａ

事業者Ｂ

事業者Ｄ

処理業者Ａ 無許可業者Ｂ
産業廃棄物収集運搬許可有

事業者Ｃ

産業廃棄物

一般廃棄物

・一般廃棄物の収集・運搬を受託
→無許可営業

・廃棄物の処分を受託
→受託禁止違反

・自社敷地内で積替え
→無許可事業範囲変更

・ＡからＢへ廃棄物の
処分を再委託
→再委託禁止違反

・Ｂは廃棄物の処分を
行った。
→無許可営業

２ 行政処分について

：野菜くず及び処分費

：野菜くず

：購入費

：購入費を上回る運搬費



カッター汚泥の適正な処理について

カッター汚泥とは

→舗装版切断工事において発生する排水。

汚泥と廃アルカリの混合物。

複数の事業者により、不法投棄されていたことが
判明。行為者、排出事業者に厳正に指導するとと
もに、業界団体に適正処理の周知を行った。

３ その他



３ その他

引用：https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/haisyutsu/cutter.html



３ その他



連絡先

千葉県環境生活部廃棄物指導課

＜業の許可に関する事＞

産業廃棄物指導室

電話：０４３－２２３－２６５５

＜立入検査・施設の維持管理に関する事＞

監視指導室

電話０４３－２２３－２６９５



その他（飲酒運転根絶）



その他（飲酒運転根絶）


